
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（関連条文） 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であ

って、常時雇用する労働者の数が３００人を超えるものは、事業主行動計画

策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しよ

うとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に

占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管

理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の

目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以下のものは、

事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働



省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更しようとする場合について、第４項から第６項までの規定は前項

に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合に

ついて、それぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定）  

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般

事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該

取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基

準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第２０条第１項におい

て「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省

令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定め

る表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこ

れと紛らわしい表示を付してはならない。 


